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１ 地域の設定 

（１）地域区分 

地域別構想は、全体構想との整合性を図りつつ、地域の特性を活かしたまちづくりを推進

するため、地域住民等と行政が共有する身近なまちづくりの方針を明らかにするものである。 

都市計画運用指針においては、“地域の設定は、地形等の自然的条件、土地利用の状況、幹

線道路等の交通軸、日常生活上の交流の範囲、区域区分等を考慮し、各地域像を描き施策を

位置づける上で適切なまとまりのある空間の範囲とすることが望ましい。”とされている。 

このため、本市において適切な範囲で各地域像を描き施策を位置づけるため、住民自治協

議会のブロック単位や福祉まるごと相談室の圏域、地形地物、地域の生活圏等を総合的に検

討し、12 地域を地域区分と設定する。 

 

地域区分図 
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【１２】 No. 地域名称 

1 松阪中心市街地地域 

2 松阪市街地南部地域 

3 松阪市街地北部地域 

4 松阪東部地域 

5 松阪南部地域 

6 松阪西部地域 

7 松阪中部地域 

8 三雲地域 

9 嬉野東部地域 

10 嬉野西部地域 

11 飯南地域 

12 飯高地域 
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【地域別構想】 

 

１.地域の設定 

 

2.〇〇地域（12 地域） 

（１）地域の概要 

（2）地域の課題 

（３）地域づくりの目標 

（４）地域づくりの基本方針 

① 土地利用 

② インフラ・施設等 

③ 地域環境等 

 

【地域意見の反映】 

 

〇住民自治協議会 

・地域計画 

・アンケート 

・地域別懇談会での 

ワークショップ 

反映 

（２）地域別構想と地域住民の意向反映 

地域別構想は、本市のめざす姿とその実現に向けて取り組む“都市づくり”をまとめた計画

である全体構想と整合を図るとともに、地域の方々と地域の課題や地域づくりの方針を共有

し、まちづくりを進めていくための計画である。 

そのため、本計画の策定にあたり実施した住民自治協議会アンケート調査、地域別懇談会と

あわせて、住民自治協議会が作成する「地域計画」等により、地域住民の意向を反映し検討を

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

整合 

【全体構想】 

（１）将来都市像 

① 都市づくりのテーマ / ② 都市づくりの基本的な方向 / 

③ 将来都市構造 

（２）まちづくりの基本方針 

① 土地利用 / ②市街地整備 / ③ 交通施設・道路整備 /  

④ 上下水道、河川・海岸 / ⑤ 公園・緑地 /  

⑥ その他都市計画施設等 / ⑦ 安全なまちづくり /  

⑧ 自然・環境保全 / ⑨ 農地・森林保全 / ⑩支え合いのまちづくり /  

⑪ 観光のまちづくり / ⑫ 景観形成 

 

 


